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人事行政の運営等の状況の公表について 

 

 筑西市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第６条の規定に基づき、令和３年度の人事

行政の運営等の状況について次のとおり公表します。 

 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 
 
 ⑴ 職種別職員数の状況                       
 

職種区分 

令和３年度 令和４年度 

当初 

職員数 

年度途中

採用者数 
退職者数 

再任用任期

満了者数 

新規 

採用者数 

新規 

再任用者数 

当初 

職員数 

行政職 742 0 33 17 23 13 728 

技能労務職 18 0 1 3 0 1 15 

計 760 0 34 20 23 14 743 

 ※ 職員数には、再任用職員及び任期付職員を含みます。（短時間勤務職員を除く。） 

  ※ 令和４年度当初職員数には、令和３年度に任期付職員であって令和４年度に任期付短時間

勤務となった職員（行政職１名）を含みません。 

 

 ⑵ 採用試験の実施状況                       
 

実施日 試験区分 申込者数 受験者数 採用者数 

第１次：令和３年９月19日 

第２次：令和３年10月30日 

第３次：令和３年11月20～21日 

事務職 123 104 20 

土木施工管理技士 1 1 1 

 

 

２ 職員の人事評価の状況 
 

評価区分 評価期間 対象者 評価結果の活用 

業績評価 

能力評価 

令和３年４月１日 

～令和４年３月31日 
全ての職員 

被評価者の任用、給与、分限その他の

人事管理に係る基礎資料として活用 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 

（単位：人） 
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３ 職員の給与の状況 
 
 ⑴ 職員給与費の状況（令和３年度普通会計決算額） 
             

職員数 

（Ａ） 

給与費 一人当たり 

給与費 

（Ｂ／Ａ） 
給料 

職員手当 

(期末勤勉手当を除く) 
期末勤勉手当 計（Ｂ） 

685 人 2,307,064 千円 443,952 千円 946,758 千円 3,697,774 千円 5,398 千円 

 ※ 職員手当には退職手当を含みません。 

 

 ⑵ 初任給、平均年齢、平均給料月額の状況（令和３年４月１日現在） 
  

職種区分 初任給 平均年齢 平均給料月額 

行政職 
大学卒 182,200 円 

高校卒 150,600 円 
41.4 歳 304,100 円 

技能労務職 
高校卒 147,900 円 

中学卒 139,900 円 
54.3 歳 276,500 円 

 

 ⑶ ラスパイレス指数の状況 
 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 

98.8 98.5 98.9 

 ※ ラスパイレス指数とは、地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するた

め、国の職員数を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職給料表適用

職員の給料月額を100として計算した指数をいいます。 

 

 ⑷ 主な職員手当の状況（令和３年４月１日現在） 
 

手当の種類 内容 

扶養手当 

○扶養親族のある職員に支給 

・配偶者 月額 6,500 円、子 月額 10,000 円、扶養親族 月額 6,500 円 

・満 16 歳の年度始めから満 22 歳の年度末までの子１人につき 5,000 円加算 

・行政職給料表８級適用職員の場合、配偶者・父母等１人につき月額 3,500 円 

住居手当 
○借家で月額 16,000 円を超える家賃を支払っている職員に支給 

・限度額 月額 28,000 円 

通勤手当 

○通勤のため、交通機関等を利用又は自動車等を使用することを常例とする職

員に支給 

・バス等利用者の支給限度額 月額 55,000 円 

・自家用車等利用者の支給限度額 月額 31,600 円 

時間外勤務手当 ○正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給 

休日勤務手当 ○祝日法による休日等に勤務した職員に支給 
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管理職手当 
○管理又は監督の地位にある職員に対して、その職務の特殊性に基づき支給 

・部長 72,000 円、次長 59,000 円、課長 48,000 円 

地域手当 
○地域における民間の賃金水準等を考慮し、一定の地域に勤務する職員に支給 

・支給率３％ 

期末勤勉手当 

○民間における賞与等に相当する手当として６月１日及び 12 月１日に在職す

る職員等に支給 

・期末手当 2.55 月分、勤勉手当 1.90 月分  

特殊勤務手当 ○危険・不快又は困難な勤務等に従事する職員に支給 

退職手当 ○茨城県市町村総合事務組合の退職手当条例に基づき支給 

 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 
 
 ⑴ 勤務時間 
 

正規の勤務時間 休憩時間 １日の勤務時間 １週の勤務時間 

午前８時30分～午後５時15分 正午～午後１時 ７時間45分 38時間45分 

 ※ 施設等においては、始業時間と終業時間が異なる場合があります。 

  

 ⑵ 休暇 
 

休暇の種類 内容 

年次休暇 
・４月１日を基準として、１年につき20日間 

・年度の中途に新たに職員となる場合は、当該年度における在職期間に応じた日数 

療養休暇 

・職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得

ないと認められる場合（私事による負傷又は疾病のため療養する場合は、90日以

内において必要と認める期間） 

特別休暇 
・子の看護、結婚、出産その他特別な事由により、職員が勤務しないことが相当で

あると認められる場合 

 

 

５ 職員の休業に関する状況 
 
 ⑴ 育児休業の取得状況  
 

区分 
承認期間 

計 
１年以下 １年超２年以下 ２年超３年以下 

男性職員 6 0 0 6 

女性職員 6 6 0 12 

計 12 6 0 18 

（単位：人） 
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⑵ 介護休暇の取得状況 
 

区分 取得者数 

男性職員 0 

女性職員 0 

計 0 

 

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 
 
 ⑴ 分限処分の状況 
 

処分事由 降任 免職 休職 降給 計 

勤務実績が良くない場合 0 0 0 0 0 

心身の故障の場合 0 0 8 0 8 

職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0 0 

定数の改廃等により廃職等を生じた場合 0 0 0 0 0 

刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0 0 

計 0 0 8 0 8 

 ※ 分限処分とは、勤務実績が良くない場合や心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合

などに、職員の意に反して行われる処分をいいます。 

 

 ⑵ 懲戒処分の状況 
 

処分事由 戒告 減給 停職 免職 計 

法令に違反した場合 0 0 0 1 1 

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 0 0 0 0 0 

全体の奉仕者にふさわしくない非行のあった場合 0 0 0 0 0 

計 0 0 0 1 1 

 ※ 懲戒処分とは、職員に非違行為があったとき、その職員に対する制裁（懲罰）としてなさ

れる処分をいいます。 

 

 

７ 職員の服務の状況 
 

区分 件数 主な事由 

職務に専念する義務の免除 38 件 消防団活動等 

営利企業等の従事許可 33 件 自治会役員等 

 

 

 

（単位：人） 

（単位：人） 

（単位：人） 
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８ 職員の退職管理の状況 
 

区分 件数 

再就職者による依頼等の状況 0件 

 ※ 再就職者（元職員）による現職職員への働きかけが規制されています。 

 

 

９ 職員の研修の状況  
 

種別 主な研修内容 受講者数 

統一的研修 
ハラスメント防止研修、コンプライアンス研修、OJT研修、 

コーチング研修 
118 

講師養成研修 地方公務員制度講師養成研修、接遇講師養成研修 5 

階層別研修 新任職員課程、第２部職員課程、第３部職員課程、新任課長課程 242 

特別研修 接遇研修、自治体法務検定 92 

派遣研修 国・県等派遣研修 13 

 ※ 受講者数は、延べ人数です。 

※ 職員研修については、筑西市人材育成基本方針に基づき、年度ごとの研修計画を策定し、

実施しています。 

 

 

10 職員の福祉及び利益の保護の状況 
 
 ⑴ 福利厚生の状況 
 

主な事業 事業内容 

各種健康診断事業 定期健康診断、胃・肺・大腸がん検診等 

メンタルヘルス事業 ストレスチェック、メンタルヘルス研修、健康相談等 

 

 ⑵ 利益の保護の状況  
 

区分 件数 

勤務条件に関する措置の要求 0件 

不利益処分に関する審査請求 0件 

 ※ 筑西市等公平委員会に対して行う措置の要求、審査請求の状況です。 

 

 

 

（単位：人） 


